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神奈川工科大学
プロフィール
◎所在地

神奈川県厚木市下荻野1030

◎沿革

昭和37年に創始者の中部謙吉が学
校法人幾徳学園および幾徳工業高
等専門学校を創立。その後、機械シ
ステム科と情報工学科を置き、5学
科制となる。昭和64年に幾徳工業
大学から神奈川工科大学へ大学名
が変更された。ゆったりとした広大
なキャンパスで、76の研究室がある
3つの実験棟、講義棟、図書館、学
生会館、各実験実習棟など充実した
設備がある。

◎ネットワーク環境

学内ネットワークは、新棟の増設に
ともなって急ピッチで改変中。高速
で快適な環境にすべく設備の拡充が
なされている。ホストの数もこの1年
で大幅に増えるという。外部ネット
ワークとは、学術ネットワークである
JOINと1.5Mbpsと接続している。

jhttp://www.k
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森研究室

インターネットを通じてソフトウェアやデジタルデータが自由に簡単に手に入れられるようにな
ってきた。しかし、それらはデジタルデータであるために、非常に簡単に複製することができる。
実体のないデジタルデータの流通システムである“超流通”を研究している森亮一研究室を
たずねた。

先生の研究されている超流通を発想され

たきっかけはなんですか。

私は、デジタル技術というものが革命だ

と思っています。コンピュータがこれほど

長期間にわたって急激な進歩を続けていく

とは、多くの人は予想していませんでした。

しかし、今となっては、この成長には明確

な理由があると考えられます。

コンピュータというハードウェアは、デ

ジタル情報を扱うために有効なものになる

ように変化してきたために、急激な進歩を

とげました。しかし、デジタル情報と違っ

てコンピュータは有体物です。取り引きの

困難さや権利侵害といったデジタル情報の

持つ問題を引き継ぐことなく成長できたの

です。

現在、コンピュータ産業は進歩し、デジ

タル技術も進歩してきました。しかし、そ

こでいくつかの問題があることが分かって

います。

デジタルの持つ問題とはいったいどのよ

うなことなのですか。

デジタルの持つ最大の問題は無証拠性に

あります。何者かによってデータを書き換

えられたりコピーされても、その証拠をつか

むのが極めて困難になってしまいます。デ

ジタル関連の犯罪には直接証拠というのは

ほとんどありえません。法治国家として、

最大の基盤となる証拠というものが、デジ

タルの場合に極めてあやふやになってしまい

ます。そういったものに社会全体が乗ろう

としています。それなのに、コピー防止な

どにしても個別対応的な対症療法で済ませ

ているのが現状です。

森亮一教授。株式会社ナムコ
の顧問などを勤めるなど、幅広
い活動をしている。

研究室内は広く、ゆっ
たりしたスペースが確
保されている。

森研究室のホームページ。
jhttp://xenon.ic.kanagawa-it.ac.jp/mori/
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流通に関しての最大の問題は、デジタ

ルデータに持ち主がだれで、だれにいく

ら払えばいいのかというデータがくっ付い

ていないのです。そんな状況ですから混

乱するのは当たり前なのです。

たとえば、スーパーのバーコードやPOSが

なかったら大変な混乱が起きてしまいます。

それならば、そういったものを作るしかない

のです。

超流通は、まさにバーコードなどと同じな

のです。社会全体にデジタルデータの無証拠

性という問題が存在している中で、特に流

通は生活の中でお金を払ってモノをもらうと

いう明瞭で具体的な事柄です。それだけに

現在のままでは困るので、さまざまな試みが

なされているのです。その中で超流通は1つ

の解決策になるのではないでしょうか。

超流通のシステムについて具体的に教え

ていただけますか。

ソフトなどの場合、作った人はそれなりの

投資や経費をかけて開発します。ソフトの開

発者は、そこからさらによいものを作るため

に、収入を得て拡大再生産できるシステム

が必要です。そのための方法が超流通なの

です。

あるデジタルデータがインターネットを通

じて一度世に出てしまえば、どこまでもコピ

ーされて広がってしまう可能性があります。

そこで、それぞれの情報に権利者がラベル

（超流通ラベル）を作り、ラベルの中に権利

者の希望する条件を入力してから貼り付け

てネットワークに流します。そして、情報を

受け取ったら、コンピュータが受け取ったデ

ジタル情報にそのラベルが張ってあるかどう

かをラベルリーダー（超流通ラベルリーダー）

が調べます。もし、ラベルがあったらその中

身の条件を調べて、その条件に従ってコン

ピュータは動きます。そしてソフトの使用状

況が記録されます。その記録が回収されて、

それをもとに使用者は使用料を請求され、そ

の利益はデータを作った人に還元されます。

超流通の最終段階では、ソフトの使用者が

10分使ったらいくらとか、1分ごとにいくら

という課金ができるのが理想なのです。

現在、富士通やIBMなどがこの超流通の

具体化への研究を行っています。

それらのシステムは既存のコンピュータに

どんな形で付けるのですか。

ソフトとハードの2通りがありますが、そ

れぞれ一長一短があります。ソフトでの場合

は安価で今のコンピュータでも実現できます。

その欠点というのは、ある程度の技術水準

を持つ人がいると、その課金体系を壊すこ

とだって可能なのです。超流通は、使用者

のコンピュータが使用記録のデータをネット

ワークを通じて送ります。ソフトの場合、そ

の部分でなんらかの不正を働かれる可能性が

あります。ソフトだけで不正を防御するのは

まず不可能と言えます。

しかし、ハードで超流通のシステムを作れ

ば防御はずっと容易になります。少なくとも

破壊の痕跡なしに不正を働くのは難しくなる

はずです。どのレベルの防御を提供できるか

はお金と技術によりますが。

セキュリティーやコピー防止などの流通シ

ステムの防御が重要になってくるでしょう

が、そのような問題に関しては、どのよ

うなものを研究されているのですか。

今までのソフトメーカーは、海賊版を防ぐ

ために、フォーマットを変えたりハードディ

スクに仕掛けをしたりなどさまざまな手段を

使っていますが。しかし、それらはすべてあ

る症状に対する対症療法のようなものです。

そういった、初期段階の治療は重要ですが、

その特徴は方向がバラバラです。

超流通の場合、ソフトウェアの流通に関す

る限り、一度システムができあがってしまえ

ば、すべてのソフトはラベルが付いていて、コ

ピーと使用は自由ですが、そのラベルをもと

に使用料が回収され、回収できなければコン

ピュータが止まるという構造を持っています。

今後は超流通も含めてどのような研究を

されていくのですか。

デジタルの無証拠性というデジタル社会の

問題を解決する、つまり無証拠性を回避で

きるコンピュータを考えていきたいと思って

います。超セキュリティーコンピュータとか、

非関所防御コンピュータというものを研究し

ていこうと考えています。

研究室のメンバーのみなさん。取材
したときは、新学期のはじめなので少
なめだった。

超流通システムのプロトタイプ。
写真提供：河原正治氏

同じく超流通のプロトタイプ。ここか
ら料金情報などを流すようになる。
写真提供：河原正治氏

1997 1997 1997 1997

富士通やIBM、NTTデータ通信などが、超流
通への実用化に向けて研究している。
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